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◀ 課税（非課税）証明書および納税証明書の各申請方法

　住民税には、「個人住民税」と「法人住民税」があり、個人住民税
は区で、法人住民税は都税事務所で賦課・徴収しています。

均等割も所得割もかからない人（住民税非課税）
（1）その年の1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
（2） その年の1月1日現在、障害者・未成年者・ひとり親・寡婦で前年

中の合計所得金額が135万円以下の人
（3）前年の合計所得金額が次の金額以下の人
　①同一生計配偶者、扶養親族がいない人　
　　45万円（給与収入で100万円）
　②同一生計配偶者、扶養親族がいる人　　
　　35万円×（同一生計配偶者と扶養親族（年少扶養含む）の人数＋1）
　　+10万円＋21万円
税金のかからない給与収入の額
　給与所得（パート等含む）のみの人で1年間の給与収入の合計が103
万円までの場合、所得税はかからず、100万円までの場合は住民税も
かかりません。

　個人住民税は、「特別区民税」と「都民税」からなり、それぞれに
「均等割」と「所得割」があります。この均等割と所得割の額を合計
したものが1年間の税額（年税額）になります。
均等割　区内に住所のある人や、事務所・事業所・家屋敷のある
人が一律に負担する税金です。
※特別区民税は3500円、都民税は1500円です。
※ 東日本大震災の復興に関し、区・都が実施する防災のための施
策に要する財源を確保するため、平成26年度～令和5年度の
間、特別区民税・都民税の均等割額をそれぞれ年額500円増税
しています。
所得割　前年の所得に応じて計算された税額です。
　特別区民税の税率は6パーセント、都民税の税率は4パーセン
トです。所得の種類によって税率が異なる場合があります。

　住民税は、その年の1月1日現在の住所地で、前年の1月～12
月の所得に対して課税されます。

　税負担の公平性確保の観点から、納期限を超えても未納が続
く滞納者に対しては、財産（預貯金・生命保険・給与・自転車
・不動産等）の差押えを行っ
ています。
　差押えた財産は、原則とし
て、滞納している税金や延滞
金に充てます。

　さまざまな事情により納期限までに納付することが困難な場
合には、納税相談を受け付けています。納税が遅れると延滞金
がかかります。なお、延滞金は、納期限の翌日から納付した日
までの期間に応じて計算されます。

　課税証明書は、住民税の課税額（前年
の所得および扶養の状況等）が記載され、
非課税証明書は課税額がないことを証明
するものです。
　納税証明書は課税証明書の内容に加え
て納税額を証明しています。
　請求には、「窓口申請」「郵送申請」「電
子申請」「コンビニ交付」の4つの方法が
あります。

◆滞納者に対する徴収強化を進めています

知っておきたい住民税

納税相談はお早めに 課税（非課税）・納税証明書
の請求について

　区内の税務関係民間団体は、正し
い税知識の普及および納税意識を高
めることを目的として、区や税務署
等と相互に連携するとともに、地域
社会の健全な発展に寄与する各種の
社会貢献活動を行っています。

税務関係民間
団体のご紹介

問い合わせ
税務課税務係　☎3578－2586

住民税とは 住民税がかからない人

住民税の構成

住民税を納める人（納税義務者）

広報

納税義務者 均等割 所得割
港区に住所のある人 ○ ○
港区に住所はないが、事務所・事業所・家屋敷のある人 ○ －

給与収入（年収）※ 本人に税金がかかるかどうか 扶養に入るこ
とができるか住民税 所得税

100万円以下 かからない かからない できる
100万円超～103万円以下 かかる かからない できる
103万円超 かかる かかる できない
※ 扶養親族がいる場合等は、税金のかからない給与収入の額が変わります。詳
しくはお問い合わせください。

問い合わせ
税務課課税係
　☎3578－2593～8、
　　3578－2600～8

問い合わせ
税務課納税促進係　☎3578－2615～21・2626～33 問い合わせ 税務課税務係　☎3578－2586～91

構成団体 団体名 主な活動

納連 芝納税貯蓄組合連合会
● 税に関する広報活動、各種研
修会の開催
●記帳活動
●税理士による無料相談
●租税教室の開催
● 税に関する作品（作文、標語、
絵はがき）コンクールの開催
● ボランティア活動（バザー売
上金の寄付）等

麻布納税貯蓄組合連合会

青申会 （一社）芝青色申告会
（一社）麻布青色申告会

法人会 （公社）芝法人会
（公社）麻布法人会

間税会 芝間税会
麻布間税会

小売酒販 芝酒類商連合会
東京小売酒販組合麻布赤坂支部

税理士会 東京税理士会芝支部
東京税理士会麻布支部

社会
貢献

間税会

法人会

青申会

小売酒販

税理士会

納　連


